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はじめに はじめに
冒頭
文言修正

不足や記入漏れ 不足や記入漏れ等

24 24
表4
文言修正

※３「第一級アナログ通信」及び「第一級デジタル通信」の双方の交付を受けたもの
又は「総合通信」の交付を受けたものに限ります。

※３「第一級アナログ通信」及び「第一級デジタル通信」の双方の交付を受けたもの
又は「総合通信」の交付を受けたものに限ります。
（令和３年４月１日以降に工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び
総務大臣の認定を受けた者に限ります。）
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表4-2
登録基幹技能者講習の種目追加

- 登録あと施工アンカー基幹技能者（建設業の種類は「とび・土工工事業」）
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(1) 許可申請書・添付書類一覧表
No.22 摘要欄

変更届出書（県様式第2号） 変更届出書（県様式第１号）

45,49,50,51,53 45,49,50,51,53
工事実績を確認できる書類の提示について
文言修正

※４ 専門工事で契約書（原本）提示の場合、工事に係る入金記録のある預金通帳（原
本）は省略できます。

※４ 専門工事で契約書（原本）提示の場合、工事に係る入金記録のある預金通帳（原
本）は省略できる場合があります。
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イ
文言修正

（規則第7条第1号(2)） （規則第7条第1号イ(2)）
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④
確定申告における税務署等の受付印について

直近の確定申告書（税務署等の受付印のあるもの又は電子申請をしたことがわかるも
の）

直近の確定申告書（電子申請の場合、電子申請をしたことがわかるもの）

75 75
○ 工事経歴書（経営事項審査を申請する場合）
文言修正

-
建設工事の実績がない場合は建設工事の種類を記入し、空欄に「該当なし」と記入し
た上で必ず添付してください。（実績がない業種は1枚にまとめて作成してもよい）
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○健康保険等の加入状況
文言修正

保険加入の有無 保険の加入状況
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表9
文言修正（建設工事の種類：７）

「表4 営業所技術者等の資格一覧表（資格・免許及びコード番号）」で○又は◎の資
格

「表4 営業所技術者等の資格一覧表（資格・免許及びコード番号）」で○、◎、★又
は■の資格
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表9
文言修正（建設工事の種類：８）

「表4営業所技術者等の資格一覧表（資格・免許及びコード番号）」で○の資格
「表4営業所技術者等の資格一覧表（資格・免許及びコード番号）」で○、★又は■
の資格
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表10①
No.17 提出書類欄

①廃業届（様式第22号の4）
※1 P142〜143の添付書類が必要になる場合がございます。
※2 書類提出者の本人確認書類が必要になります。
※3 一部廃業の場合は、№14の手続き（変更届出書（営業所技術者等の担当する工事
の種類や有資格区分を変更する場合）又は届出書（営業所技術者等を削除する場
合））を同時にしてください。
※4 廃業の理由が常勤役員等又は営業所技術者等の退任等による場合は、退職日等が
わかる書類（履歴事項全部証明書等、健康保険・厚生年金保険
・雇用保険の資格喪失確認通知書等）が必要になります。

①廃業届（様式第22号の4）
②書類提出者の本人確認書類
※1 P142〜143の添付書類が必要になる場合がございます。
※2 一部廃業の場合は、№14の手続き（変更届出書（営業所技術者等の担当する工事
の種類や有資格区分を変更する場合）又は届出書（営業所技術者等を削除する場
合））を同時にしてください。
※3 廃業の理由が常勤役員等又は営業所技術者等の退任等による場合は、退職日等が
わかる書類（履歴事項全部証明書等、健康保険・厚生年金保険
・雇用保険の資格喪失確認通知書等）が必要になります。

153 153 記載要領3 その者の氏名も併記し、押印すること。 その者の氏名も記載すること。
162 162 記載要領2 その者の氏名も併記し、押印すること。 その者の氏名も記載すること。


